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令和２年度第３回川越市障害者施策審議会【会議資料】

【川越市障害者支援計画（素案）変更点について】

令和２年度第２回障害者施策審議会からの変更点は以下のとおりです。

①基本理念への追記（資料１-P12）

本計画の上位計画である川越市地域福祉計画の基本理念「笑顔で迎え 出会いがつながり 絆

が深まるまち 川越」を踏まえる旨、追記しました。

②基本的視点の表現修正（資料１-P13）

全ての視点の文末「～をめざします」を削除することにより、より端的な表現に改めた上、冒

頭の文章及び視点２の表現を一部改めました。

（冒頭文章）

【修正前】 計画の基本理念を実現するため、次のような基本的な視点にたち、各種施策の充実

を図ります。

【修正後】 計画の基本理念を実現するため、次のような基本的な視点に立ったまちづくりを進

め、各種施策の充実を図ります。

（各視点）

【修正前】視点１「だれもが安全・安心に暮らせるまち」をめざします

視点２「自立を尊重し、必要な支援が受けられるまち」をめざします

視点３「一人ひとりに配慮した支援が受けられるまち」をめざします

【修正後】視点１「だれもが安全・安心に暮らせるまち」

視点２「自立を尊重し、総合的な支援が受けられるまち」

視点３「一人ひとりに配慮した支援が受けられるまち」

③主要課題の枝番号の追加

主要課題について、どの基本目標に属するものかわかりやすくするため、基本目標ごとに枝番

号を追加しました。

例）【追加前】基本目標１ 地域共生社会の実現

主要課題１ 差別の解消

【追加後】基本目標１ 地域共生社会の実現

主要課題１－１ 差別の解消

資料２
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④再掲施策の削除

再掲施策について、全体的に整理を行いました。

⑤主要課題の統合（資料１-P43）

より施策内容を表したものとするため、基本目標１主要課題３「主体的活動・意思決定への支

援」と基本目標１主要課題４「相互理解と交流の促進」を統合し、名称を「相互理解と交流の促

進」としました。

⑥主要課題の説明文の変更（資料１-P52）

第２回審議会において頂いた意見を基に修正を行い、また、関係各課の職員で構成するプロジ

ェクトチームメンバー、及び関係各課の所属長で構成する幹事会において、次期川越市障害者支

援計画（素案）の確認を行い、必要な修正を行っております。

基本目標３ 早期療育及び学習機会の充実

主要課題３－２ 学校教育の充実

【変更前】

希望する学習形態として、知的障害者では「障害のある仲間のクラスで勉強しながら、障害の

ない仲間とも勉強したい」、難病患者と発達障害者では「障害のあるなしにかかわらず、一緒のク

ラスで勉強したい」が多いなど、学習形態の希望は様々です。インクルーシブ教育を前提に、一

人ひとりにあった支援を提供できる環境づくりを進める必要があります。

また、通園、通学上の困りごととして、「通うのが大変」「校内・園内での支援が不十分」のほ

か、「学校の数が少ない」「家族の同伴を求められる」という回答もあることから、担任や支援員

だけではなく、学校全体で受け止められる体制を整備することが重要です。

【変更後】

一人ひとりの特性や実態、本人・保護者の希望を踏まえ、小・中学校における通常の学級、通

級による指導、特別支援学級、特別支援学校という連続性のある「多様な学びの場」を用意して

おく必要があります。インクルーシブ教育を前提に、一人ひとりのニーズに応じた支援を提供で

きる環境づくりを進めていきます。

また、通園・通学上の困りごとへの対応を担任や支援員だけでなく、関係機関と連携し、学校

全体で受け止められる体制を整備することが重要です。

基本目標５ 社会参加の拡充

主要課題５－２ 情報アクセシビリティの向上

【変更前】

～特に聴覚障害や視覚障害等により、情報の入手やコミュニケーションに困難が生じる方につ

いて、ＩＣＴ等を活用し、情報アクセシビリティの向上を図る必要があります。
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【変更後】

～特に聴覚障害や視覚障害等により、情報の入手やコミュニケーションに困難が生じる方につ

いて、障害特性に応じてＩＣＴ等を活用し、情報アクセシビリティの向上を図る必要があります。

また、感染症予防の対策も含め、オンラインによる相談やコミュニケーションの向上に取り組

んでいく必要もあります。

基本目標７ 福祉サービスの充実

主要課題７－３ 住まいの場の充実

【変更前】

今後、市で充実してほしいサービスでは、「入所施設の整備（障害者支援施設）」、「地域で生活

できる住宅の整備（グループホーム、生活ホーム等）」という回答は、特に知的障害者でのニーズ

が高くなっています。～

【変更後】

今後、市で充実してほしいサービスでは、「入所施設の整備（障害者支援施設）」、「地域で生活

できる住宅の整備（グループホーム、生活ホーム等）」という回答は、特に知的障害者でのニーズ

が高くなっています。障害のある人が地域で安心して生活できる環境の整備を行う必要がありま

す。～

基本目標７ 福祉サービスの充実

主要課題７－４ 相談支援体制の充実

【変更前】

現在行っている総合相談支援センターなどによる総合的・専門的な相談支援をはじめ、障害の

ある人やその家族によるピアサポート事業の促進など、様々な相談支援体制の充実を図ります。

【変更後】

障害のある人に対してワンストップであらゆる相談を行う総合相談支援センターなどによる

総合的・専門的な相談支援をはじめ、障害のある人やその家族によるピアサポート事業の促進な

ど、多様な相談支援体制の充実を図ります。

⑦各施策の修正（資料１-P41～）

【施策説明の変更】

施策番号 24 精神保健福祉家族教室の充実

【変更前】

精神障害（発達障害及び高次脳機能障害を含む。）のある人の家族に必要な知識や情報を提供

し、適性医療や再発予防を図ります。～

【変更後】

精神障害（削除）のある人の家族に必要な知識や情報を提供し、適性医療や再発予防を図り

ます。また、同じ悩みを抱える参加家族の交流を図ります。～

【理由】現在の対象者は統合失調症の者であるため。
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施策番号 36 障害児保育の充実

【変更前】

親の就労に伴い、発達等に遅れのある子ども達が集団生活の中で健やかな発達を保障できる

よう、障害児保育の充実に努めます。

【変更後】

（削除）発達等に遅れのある子ども達が集団生活の中で健やかな発達を保障できるよう、障

害児保育の充実に努めます。

【理由】保育の必要性は、親の就労だけではないため。

施策番号 57 社会教育に関する講座・学級の充実

【変更前】

～また、地域におけるノーマライゼーションを更に推進するために、ボランティアの養成に

努めます。

【変更後】

（削除）

施策番号 73

【施策変更前】障害者スポーツ大会の開催

【施策変更後】障害者スポーツ大会の参加促進

【変更前】

スポーツ大会を通じて、体力、気力の維持・増進並びに残存機能の向上を図り、障害のある

人に対する理解を深められるよう努めます。

【変更後】

市内の障害のある人に積極的に呼びかけ、スポーツを通じて交流を図り、社会参加を促進し

ます。

施策番号 74 文化芸術活動の推進【新規】

【変更前】

障害の有無にかかわらず、文化芸術を鑑賞・参加・創造することができるよう、障害のある

人による文化芸術事業を促進し、障害のある人の社会参加を促進するよう努めます。

【変更後】

障害の有無にかかわらず、文化芸術を鑑賞・参加することができる文化芸術事業を推進し、

障害のある人の社会参加を促進するよう努めます。

施策番号 79 行政情報の充実

【変更前】

障害者のしおり等、行政情報や福祉サービスに関する情報について、インターネット等の活

用の周知方法を含めて充実させることにより、障害のある人への特性に応じた情報提供の充実

を図ります。～
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【変更後】

障害者のしおりや施設パンフレット等、行政情報や福祉サービスに関する情報について、イ

ンターネット等の活用の周知方法を含めて充実させることにより、障害のある人の特性に応じ

た情報提供の充実を図ります。～

施策番号 94

【施策変更前】デマンド型交通の推進【新規】

【施策変更後】デマンド型交通の運行【新規】

【施策内容変更前】

交通空白地域における障害者の移動を支援するため、移動に配慮したデマンド型交通を推進

します。

【施策内容変更後】

障害のある人を含め、交通空白地域における市民の移動を支援し、地域の利便性を向上させ

るため、デマンド型交通の運行を実施します。

施策番号 98 グループホームの充実

【変更前】～また、市営住宅の転用や空き室活用の検討を行います。

【変更後】～また、市営住宅の（削除）空き室活用の検討を行います。

施策番号 120

【施策変更前】地区別福祉プランの推進

【施策変更後】地区別福祉プランの充実

【指標変更前】地区別福祉プラン推進事業助成金交付地区数

【指標変更後】（削除）

施策番号 140 通所サービス等の充実

【変更前】

生活介護、自立訓練、就労支援等の障害福祉サービスを提供する事業所や地域活動支援セン

ターなど日中における活動の場を充実します。そのために事業者へ必要な情報提供等総合的な

支援をします。

【変更後】

生活介護、自立訓練、就労支援等の障害福祉サービスを提供する事業所や地域活動支援セン

ターなど日中における機能訓練などの活動の場を充実します。そのために事業者へ必要な情報

提供等総合的な支援をします。

施策番号 141 みよしの支援センター・職業センターの充実

【変更前】

一般企業等での就労が困難な人に働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のための

必要な訓練を行い、公設の就労継続支援事業所として、施設のあり方等を含めて整備充実を図

ります。
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【変更後】

一般企業等での就労が困難な人に働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のための

必要な訓練を行い、公設の就労継続支援事業所として、（削除）整備充実を図ります。

施策番号 147 相談支援事業の充実

【変更前】

「障害者総合相談支援センターの適切な運営により、障害のある人が地域で安心して暮らし

ていけるよう～」

【変更後】

「障害者総合相談支援センターの適切な運営により、障害のある人が地域で自立した生活を

送ることができるよう～」

施策番号152 障害者総合相談支援センターの充実

【変更前】

障害者総合相談支援センターにおいて、生活相談、就労相談、基幹相談を一体的に実施しま

す。

【変更後】

障害者相談支援の拠点として、生活相談、就労相談、基幹相談を一体的に実施し、ワンスト

ップで総合的な支援を行います。

施策番号 156

【施策変更前】専任手話通訳者の充実

【施策変更後】手話を使用しやすい環境の整備

【施策内容変更前】

手話通訳の資格を有する職員を配置し、庁内のバリアフリーを推進するとともに、聴覚障害

者のコミュニケーションと生活支援の充実しやすい環境の整備を図ります。

【施策内容変更後】

手話通訳の資格を有する職員の配置や ICT 等の活用により、庁内のバリアフリーを推進し、

手話を使用しやすい環境の整備を図ります。

【施策の新設】

施策番号 122 コミュニティソーシャルワーカー配置事業の充実

【施策内容】

地域における福祉課題を改善・解決するための中心的な役割を担い、相談支援や地域づくり

等を一体的に行うコミュニティソーシャルワーカーの活動の充実を図ります。

【担当課】

福祉推進課

社会福祉協議会
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【担当課の追加】

施策番号 123 コミュニティソーシャルワーク実践者の養成

【担当課】

福祉推進課

社会福祉協議会

【施策の削除】

施策番号 100 バリアフリーマップの作成

【施策内容】

障害のある人が安心して外出できるように、市及び社会福祉協議会が連携し、障害のある人

に対応したバリアフリーマップの作成を進めます。

【削除理由】

上位計画である川越市地域福祉計画において見守りマップの作成を優先することとしたため。

【施策の指標の変更】

施策番号 58 図書館の障害者サービスの周知

【変更前】（指標なし）

【変更後】事業実施図書館数 現状値（令和元年度末）：４館中３館、目標値（令和５年度末）：

４館中４館

施策番号 126 空家等の活用の促進

【変更前】空家バンクの登録件数

【変更後】（削除）

⑧施策の位置の変更（資料１-P41～）

施策番号 34 障害児通所支援事業の充実

【変更前】基本目標３ 早期療育及び学習機会の充実 主要課題２ 学校教育の充実

【変更後】基本目標３ 早期療育及び学習機会の充実 主要課題３－１ 早期療育の充実

施策番号 44 学校における福祉教育の充実

【変更前】基本目標１ 地域共生社会の実現 主要課題３ 主体的活動・意思決定への支援

【変更後】基本目標３ 早期療育及び学習機会の充実 主要課題３―２ 学校教育の充実

施策番号 60 総合的な福祉教育の推進

【変更前】基本目標１ 地域共生社会の実現 主要課題３ 主体的活動・意思決定への支援

【変更後】基本目標３ 早期療育及び学習機会の充実 主要課題３－３ 社会教育の充実

施策番号 72 川越市総合福祉センターの充実

【変更前】基本目標３ 早期療育及び学習機会の充実 主要課題３ 社会教育の充実

【変更後】基本目標５ 社会参加の拡充 主要課題５－１ 文化活動・余暇活動の充実


